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２１年１０月１７日

　　　　　　　会場：東京国際フォーラム

　　　　　　　主催：ＮＰＯ法人　消費者住宅フォーラム

　　　　　　　協力：（財）トステム建材産業振興財団

１．シンポジュウム実施の背景と目的

　　地球温暖化防止のためのＣＯ２削減活動は、今や国の最重要課題のひとつであり、今後その実現に向けて、国をあげて様々な対策の実施が求められています。特に全体エネルギー消費量の１５％を占める一般家庭部門については、１９９０年以降も一貫して増え続けているため、現在の水準よりも大幅なＣＯ２の削減が必要な状況です。

この理由については、一般消費者がＣＯ２排出量削減の必要性を、漠然と認識しているものの、身近な生活面でのエネルギー消費の実態について関心が薄く、具体的にエネルギーの無駄遣いを防止する手法を、知らないためと思われます。特にＣＯ２削減効果だけでなく、居住者にとって住まいの快適性向上や健康面の確保にも役立つ、住宅本体の省エネ対策について認識が不十分であり、国の定めた平成１１年の省エネ基準の適合率も、新築で４０％、既存住宅では１０％以下の低レベルと推定されます。

  このような状況を踏まえて今回は参加者に先ず基調講演と、過去３年間（財）省エネルギーセンターが資源エネルギー庁の委託により実施した首都圏１１０戸に関する「（既存）戸建住宅の省エネ性能診断調査」の結果報告により、一般的な住宅の省エネ性能が極めて低い実態と、その問題点、解決策の基本などについて認識してもらいます。次にパネル討論で、具体的な省エネリフォームのメリット、手法や公的支援制度の利用法について、立場の異なる専門家から意見やアイデイアの発表を行います。こうして参加者に省エネリフォームの実行を促し、終了後も参加者からの口コミやマスコミ報道、報告書による関係者への働きかけなどにより、省エネリフォームの実践活動が、活発になることを期待します。
２．シンポジュウムの概要

　　実施したシンポジュウムの概要は、下記の通りです。

（１）テーマ　　　　「人にも地球にも優しい住まいを、省エネリフォームで実現しよう」
　　　　　　　　　　　～先ず自分の住まいから、ＣＯ２削減に取り組むために～

（２）実施時期　　平成２１年１０月１７日（土）　　１４：００～１６：５０　

（３）実施場所　　東京国際フォーラム　ガラス棟　７階　Ｇ７０１会議室

　　　　　　　　　　　住所：東京都千代田区丸の内３丁目５番１号　　電話：０３－５２２１－９０００

（４）主催者　　　　特定非営利活動法人　消費者住宅フォーラム

（５）対象　　　　　 一般消費者、事業者、研究者など

（６）参加者数　　　１２１名（目標　１００名）

（７）参加費　　　　無料（但し　テキスト希望者　５００円）

（８）後援など　　　国土交通省、経済産業省、東京都、全国地球温暖化防止活動推進センター

　　　　　　　　　　　（財）省エネルギーセンター　（社）日本増改築産業協会

　　　　　　　　　　　住生活月間関連行事、暮らしフェスタ２００９（東京都消費者月間協賛事業）

（９）プログラム　　　　　　　　

	　　　項　目
	　　　　　　　　　　　　　　内　容
	開始時刻

	１．ご挨拶
	「本シンポジュウムの目指すもの」

　　　　ＮＰＯ消費者住宅フォーラム　理事長　矢野　方雄
	　　14:00

	２　基調講演
	「今、お住まいの家の省エネ・快適・健康の向上に向けて」

　　千葉工業大学　工学部　建築都市環境学科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　教授　　小峯　裕己
	　

 　

   14:05

	３　調査報告
	「（首都圏）既存戸建住宅省エネ性能診断報告」

　（株）ＥＰ&Ｂ　   代表取締役　１級建築士　伊藤　一哉　
	　

   14:40

	 　 （休　憩）
	
	　　15:00

	４　パネル討論

  　（質疑応答）
	「こうすれば出来る　人にも地球にも優しい住まいづくり」

　　　　～先ずこれからすぐに始められることは～

・パネリスト（計　４名）

（消費者）　東都生活経堂組合　　　　　理事　鹿野　明美

（事業者）　（社）日本増改築産業協会 

　　　　　　　　長期優良住宅リフォーム推進委員　

　　　　　　　 株）ＯＫＵＴＡ　　       取締役　酒井　裕三

 （行政）　　東京都都市整備局

　　　　　　　　　　　　　　住宅政策担当部長　瀬良　智機

（研究者）　　千葉工業大学　工学部　教授　小峯  裕己

・司会　　　　新建新聞社　　　　　　　編集長　三浦　祐成　
	   15:10

	５　おわりに
	　ＮＰＯ消費者住宅フォーラム　　　　理事長　矢野　方雄
	　　16:50


３　シンポジュウウムの内容

（１）ご挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＰＯ法人　消費者住宅フォーラム理事長　矢野　方雄

　　私どもＮＰＯは、主にこれから家を建てる方、リフォームを計画中の方を対象に、住まいづくりの正しい知識を身に付けていただくためセミナー、相談会の開催などを、過去９年間続けて参りました。今回の政権交代により住宅政策も、住宅の資産価値向上を目的にしたリフォーム重視の姿勢がとられ、今迄以上にリフォームの市場が活発になることが予想されます。

一方、地球温暖化防止の問題は、今や待ったなしで、国をあげて取り組まねばならない重要課題です。本日は、住まいづくりの中でこの問題を解決する方法を、皆さんとともに考えていきたいと思います。後ほど発表される「住まいの省エネ診断」には、私どもＮＰＯも、（財）省エネルギーセンターさんの調査に全面的に協力して、調査先を訪問し温度計を設置するなどで、お手伝いさせていただきました。

本日ご参加の皆様には、このシンポジュウムの内容をご参考に、改めて住まいの省エネ化の必要性を、ご認識いただき、是非率先して省エネリフォームに、取り組んでいただきたいと思います。

（２）基調講演　「今、お住まいの家の省エネ・快適・健康の向上に向けて」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉工業大学　工学部　建築都市環境学科　教授　小峯　裕己

　　（要旨）

①住まいの快適性は、室内の上・下の温度差ばかりでなく、部屋間の温度差も少ない建物の「熱的バリアフリー」が確保されることにより実現します。

②部屋の上・下や部屋間の温度差の少ない快適な住まいを実現するために必要不可欠なことは、建物の断熱性能の向上です。向上させる断熱性能の基準として、当面の目標にしていただきたいのは、国が決めた平成１１年の省エネ基準（次世代省エネ基準）です。

  既存の住宅でこの基準に適合している住宅は、まだ５％以下とほんの僅かです。

③断熱性能がしっかりしている住宅は快適で、例えば、床の断熱をきちんと実施しておけば、床暖房がなくても快適です。又、快適であるだけでなく、当然省エネでもあり、更に、健康面（結露の防止や、ヒートショックの予防など）でプラスになる効果も期待できます。

④実際に建っている建物の断熱性能は、暖房を切った後に、部屋を締め切って室温の下がり具合を、見れば分かります。（この後の「調査報告」も、この方法で行っています。） 暖房を停止しても、いつまでも暖かいのは、断熱性能が良いと言えます。　

⑤一般的に窓の断熱性能が低いため、建物の断熱性能を上げるのには、開口部の断熱性能向上がキーポイントです。冬には、開口部から部屋全体の熱の５８％が逃げています。真冬に窓のそばに近づくと冷たく感じる冷放射の原因も、窓の断熱性能の不足によります。　更に窓の断熱性能の不足は、（健康面で問題になる）表面結露の発生原因にもなります。以上の理由から、省エネリフォームを、窓から始めることがおすすめです。

⑥又、夏には、開口部の遮熱性能が問題になります。夏、外部から室内に侵入する熱の７３％は、窓から入る日射によるものです。従って、夏の冷房効果を上げるためには、窓の日射に対する遮熱性能を、上げることが必要です。

　その対策としては、窓の外側で日射を遮るオーニングやひさしなどが有効です。

⑦建物本体（床・壁・天井・窓など）の断熱工事は、「費用がかかるのでやれない」と言う方の省エネ対策には 、高効率の給湯設備機器やエアコンなど家電製品への取り替えがおすすめです。家庭のエネルギー消費量を、エネルギー源でみると、電力が全体の６４％と、圧倒的に大きいと言えます。 電力消費量を削減する対策としては、エアコン、冷蔵庫などを、省エネ効率の良い製品に買い替えることです。

⑧家庭における電力消費量全体の１６％を占める照明器具も、省エネ対策の対象です。 白熱灯に代えて、電球型蛍光灯やＬＥＤ照明器具への切り替えが、有効な対策です。

⑨家庭のエネルギー消費量の２９％を占める給湯の省エネ対策については、効率の良い給湯機（例えば　エコキュート、エコジョーズ）への切り替えが考えられます。又、それ以外に極めて有効な対策として、自然エネルギー利用の太陽熱給湯システム（太陽熱利用装置）もおすすめです。 このようなシステムの実績値としては、給湯用エネルギーの４０％程度を、太陽熱の利用で賄えています。

⑩太陽熱エネルギーの活用には、日本の太平洋ベルト地帯の気候は向いていると思います。

しかし、太陽光発電装置は、設備が大がかりになるためと効率の点から、住宅用としては、太陽熱給湯システム（太陽熱利用装置）が適しています。

太陽光発電装置は、住宅単位で設置するよりも、諸外国のように 事業者が大規模な装置を設置する、太陽光発電所などが向いていると思います。

⑪最後に要点を、下記の２点にまとめます。

　　イ．住まいの快適性・健康性の向上のためには、建物の断熱リフォーム（特に開口部）が重要である。加えて、夏の暑さ対策のために、開口部の日射遮蔽対策も重要である。

　　ロ．リフォーム費用の点から、上記イ．以外に、 高効率の設備機器や家電製品の導入や、自然エネルギーを利用した住宅設備システム導入による省エネリフォームも、大きな効果が見込める。
（３）調査報告　　「（首都圏）既存戸建住宅の省エネ性能診断報告」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（株）ＥＰ&Ｐ　代表取締役　１級建築士　伊藤　一哉

　（要旨）

①首都圏の既存戸建住宅（１１０戸）について、「住まいの省エネ診断」を実施した結果を報告します。

　　  調査内容は、主に下記の点についてです。

イ．建物の躯体　（断熱性能、開口部の遮熱性能）の調査　　測定期間： １週間
ロ．機器類（エアコン、冷蔵庫、給湯器、照明器具）の調査

　　②調査方法

　　　　イ．断熱性能　　居間、隣室、屋外などに温度計を設置して、温度降下測定による等級判定　

　　　　　　　　　　　　　　温度計は1棟当たり６箇所設置

　　　　ロ．それ以外　　現地にて現況調査、居住者の住まい方調査など

　　③調査結果の温熱環境では、等級３以下が、８０％以上もあり、建築年数が古い住宅は、 断熱性能が悪い傾向が見られました。　特に、平成１８年度調査した５１戸については、その内６４％（３３戸）が、等級１と言う低いレベルになっています。

　　　　更に、木造軸組工法の住宅では、築後間もなくで新しいのに断熱性能が極めて低い住宅もありました。

　　④実測の結果、居間の温度測定では、降下のスピードが、等級１では極めて大きく、等級４では小さい傾向が見られました。

    又、断熱性能の良い（等級４）住宅は、他と比較して、下記の点が確認できました。

　　　　 イ．部屋の上下温度差が少ない。

　　　　 ロ．居住者から、結露・カビ発生の申告が少ない。

　　　 　ハ．エネルギー消費量が少ない。

    但し、等級３では、等級１や等級２よりも、エネルギーの消費量が多い例があり、断熱性能が高ければエネルギ―の消費量が少ないとは限りません。

　　⑤省エネリフォームを実施した結果、部屋の温度降下がゆるくなり、部屋の上下温度差も縮小した事例があります。お施主さんは、その成果に大変満足しされていました。

　　⑥エアコン、給湯器については、まだかなり効率の悪いものが使用されています。

　　  どちらも、新しい効率良い製品への切り替えは、余り進んでいない実態が、明らかに見られました。

　（４）　パネル討論　　｢こうすれば出来る 人に地球にも優しい住まいづくり｣

　　　　　　　　　　　　　　　　～先ずこれからすぐに始められることは～

△パネリスト

　　　〔消費者〕  東都生活協同組合 理事 鹿野 明美　氏

　　　〔事業者〕  （株）ＯＫＵＴＡ　取締役 品質管理部担当　酒井 裕三 氏

　　　〔行　政〕　　東京都 都市整備局 住宅政策担当部長 瀬良 智機 氏

　　　〔研究者〕 　千葉工業大学 工学部 教授 小峯 裕己　氏

△司会者　　新建新聞社 編集長 三浦 祐成 氏

①省エネリフォームとは？

・三浦氏（司会）

このパネル討論は、各立場の専門家から、「省エネリフォームで良い家を実現するためには、何を行えば良いか？」を伺うことをテーマとしています。

「良い家を実現する」といっても、ハード面（構造・外皮など）とソフト面（住まい方など）があります。今回は、主にハード面に関して討論を行いたいと思います。

建物の省エネ面の配慮で悪い例は、まさにこの会場のような建物です。デザインは斬新でお洒落でありますが、一方で夏暑く冬寒いし、さらに空気は汚れている。　住宅でも同じことが当てはまります。　日本では省エネに配慮していない悪い家に住んでいる方が大半です。そうは言うものの、消費者の方々には、省エネだけにこだわってほしくはないのです。

省エネリフォームのメリットは、｢人、地球、財布の３つに優しい」ということです。１つ目の「人」に関して、述べますと、｢時間帯や上下での温度差の大きい家、結露が生じる家｣を 省エネリフォームすると、人に優しく、快適な家となります。２つ目の｢地球｣に関して言いますと、 熱が多く逃げる家や熱が多く入る家は、エネルギーを多量に使用する意味で、地球に優しくない家です。 ３つ目の｢財布｣に関して言いますと、省エネリフォームを行うことは、光熱費の削減以外に、家の価値が高くなるということがあります。売るとき、貸すときには、家の品質が高いので、高い価格設定が可能となります。以上を踏まえてこれから討論を行います。

ここで、パネリストの皆様にご自身の紹介も兼ねて、１０分程度で今回のテーマについて、それぞれのご見解をお話いただきます。

・酒井氏

  「省エネリフォーム」と言わなくても、 膨大なエネルギーを消費する住宅の新築（建替え）と異なり、まだ有効に使える資源を最大限生かして「リフォーム」することは、それ自体がエコロジカルなことで、これが当社の基本的なコンセプトです。

新築として家を建てるのは、大きなエネルギーを使用することになります。又、家を壊すことは、 これまた大きなエネルギーを消費します。更に、一般的に住宅では、建築して１０年経過する頃から、大きなエネルギーを必要とすることになります。これは、住む人のライフスタイルや家族構の変化により、暖房、給湯などの設備変更・追加を行うことがあり、それに伴い使用エネルギー量が増加する傾向が見られます。　　　　　　

そのため当社では、これらの実態を踏まえた上での「省エネリフォーム」の提案を行い、加えて極力自然素材を使用し、出来る限り「地産地消」を実現しています。

もともと我が国の住宅は、建築基準法に基づいて作られています。それなのに、なぜ耐震や断熱性能にバラツキがあるのでしょうか？　

基調講演のお話の通り、それぞれの家には定められた基準に照らした性能があり、その性能に基づいた等級があります。昨今話題になっている「長期優良住宅」とは、まさに品確法で定められた性能表示制度を、利用した住宅なのです。この「長期優良住宅」は、性能が高い分資産価値が高くなるはずのものです。でも何もしないでは、存在する資産価値の向上･維持はできません。古い寺社仏閣が長期間維持できるのも、定期的にメンテナンスを行うから長持するのです。

「長期優良住宅」には、国の補助を受けて普及を進める「先導的モデル事業」というものがあります。

当社は、（社）日本増改築産業協会（通称：ジェルコ）が、この事業で国から認定を受けた内容のリフォーム工事を実施することにより、既存住宅の長寿命化をはかることを、実際に行っています。これには最大で、請負工事費の１０％、Ｍａｘ２００万円を上限として、国の補助金を受けられます。

ここで、この先導的モデル事業の認定を受けて実施した、全面リフォームの事例を、画面で見ていただきます。本工事は、現役を引退されたご夫婦の戸建住宅のリフォームで、減築（面積を減らす）により、全面リフォーム（スケルト&ンインフィル）を行った事例（断熱施工も全面実施）で、施工期間は平成２１年６月２９日～１０月１５日でした。　　

尚、本工事の詳細は、１０月２７日ＴＶ放映予定の東京１２チャンネル「ガイアの夜明け」で、「リフォームで蘇る新しい住宅」のテーマで、事例として紹介される予定です。

・三浦氏（司会）

　「省エネリフォーム」といっても、進め方は様々です。基調講演で小峯さんが言われたように、窓リフォームだけでもかなりの効果が見込まれます。酒井さんの説明のとおり、家を全面的にリフォームする方法もあります。最近では、居住者のニーズに合わせて面積を減らす減築や、設備の取替えなども増えている様です。重要なことは、居住者のライフスタイル、家族構成などに応じて、リフォームのあり方は様々に考えていただけると言うことですね。

②省エネリフォームへの行政の対応など

・三浦氏（司会）

　次に東京都の瀬良さんからお話をお願いします。民主党政権となり、省エネの推進力が高まり、補助金での政策実現が強まると考えられます。又、リフォームを繰り返しながら住宅を長く使えるように、法的にリフォームがし易くなることも期待できそうです。そこで、東京都でのリフォームと省エネ政策との関係などについて、お話いただきたいと思います。

・瀬良氏

  行政として省エネリフォームに取り組む理由の一つは、ＣＯ２排出量の増加に伴う地球温暖化防止です。　　

東京都は以前からこの取り組みを前向きに進めてきました。その結果、２０００年と２００６年度を比較すると、産業部門はかなり改善していますが、家庭部門では、逆にＣＯ２排出量が増加しています。

東京都内にある約６００万戸の既存住宅のうち、一定の省エネ対策を講じた住宅ストックの割合は、限定的です。具体的には、全部又は１つ以上省エネ仕様の窓がある家は、２００３年の時点で、１１％に過ぎません。従って住宅の省エネ化の余地は大きいのです。

東京都では、昨年「既存住宅の省エネリフォーム実施事例の募集・選定」を行い、それらを取りまとめて「省エネガイドブック」を発行しています。具体的には、窓・扉・屋根・壁・床などの部位の断熱性能や日射遮蔽性能向上に取り組んだ事例を紹介しています。「省エネリフォーム」には、断熱性能や日射遮蔽性能の向上に加えて、設備機器の高効率化や、自然エネルギーの活用などの方法も含まれます。 

これは戸建だけでなく、マンションも同様です。実は省エネリフォーム促進のために、明日（１８日）も、都庁で省エネリフォームセミナーを開催します。

　　

・三浦氏（司会）

東京都の「省エネリフォームガイドブック」を見ますと、具体的なリフォーム事例が、細かい仕様も含めて掲載されていて、概算費用も書かれているので、大変参考になります。

③消費者の疑問（省エネリフォームの効果など）

・三浦氏（司会）

次に消費者の立場から、鹿野さんにお話をいただきます。

・鹿野氏

東都生協でも、組合員はＣＯ２削減に大変興味を持っており、組合員の間で、いつも話題になっています。

又、その影響で、組合としてレジ袋廃止など日頃から小さなエコ活動の積み重ねを実施する様にしています。　尚、生協自身でも、組合員からの省エネリフォームにも、対応しています。

消費者としての視点では、リフォームを決断するまでに、下記の３点が問題です。

①業者選定～見積書受領～契約～施工～引渡しの流れの中で、どの位費用がかかるの？

②費用に見合う効果は、果たしてあるの？

③減税・補助金などの助成措置を利用するには、どうすれ良いの？　　
この３点の答えが、実施する際に必要になると思います。特に最近の家計の状況では、「財布にやさしい」ことが重要だと感じています。

・三浦氏（司会）

要約しますと、必要なことは ①費用の程度 ②費用に見合う効果の確認　③減税・補助金などの助成制度の３点ですね。

次に小峯さんに伺います。 省エネリフォームに関してですが、イ．その効果は？ロ．室内温度差の解消はどの程度か？　ハ．ＣＯ２減少量がどの程度か？などについて、お話いただきます。

・小峯氏

　省エネリフォームを行う際に大事なことは、先ず自分自身が 「どんな効果を期待して、実施するのか」と言う目的を、きちんと決めてから行うことです。　ａ．ＣＯ２削減のためか、ｂ．室内環境向上のためか、ｃ．電気代の節減のためか、などです。決して人任せにしてはいけません。自分にとって「いい家とはどんな家か」と言う考えを明確にした上で、自分自身の考えに合致した目的を達成するために、リフォームを実行することです。先ず「自分はどうしたいのか」を考え、それを専門家に相談して実行することです。

・三浦氏（司会）

　ご自身で目的を明らかにして、それに基づいて省エネリフォームを行うことですね。続けて小峯さんに伺います。省エネリフォームの効果を、シミュレーションを使って事前確認することは、出来ますか？

・小峯氏

　私は、この業界に長年携わってきております。その中で、具体的に効果を判定できるシミュレーションソフト（ＳＲＪプロなど）を、既に作成しています。工事費も含めた効果のシミュレーションも可能で、いわゆる効果の見える化にも取り組んできました。
もともと省エネ計算ソフトによるシミュレーションは、私が早くから提唱してきたものです。経済産業省からこのソフト開発事業を受託した（社）日本住宅設備システム産業協会では、会員向けにソフト活用のためのセミナーを、全国で２０回以上行ってきました。しかし、今ひとつ普及しないのは、消費者がソフトを使用したシミュレーションを、あまり好まないことがある様です。

・三浦氏（司会）

  　事業者さんの中には、省エネリフォームの効果を、明確にシミュレーション出来ない会社が多いと思います。酒井さんに伺いたい。省エネリフォームの効果を明確にすることで、消費者との関係がどうなったかを、お話し願いたい。

・酒井氏

　 当社では、お客様に対しシミュレーションを行い、その結果投資金額がいくらで、省エネ効果がいくら、ということ示しています。又、見積書に工事ごとのＣＯ２削減量を、記載するようにしています。

更に、省エネ効果の見える化で、ランニングコストが減少することもお客様には分かるようにしています。

このことには、問題点もあります。リフォームの直後はそうでもないのですが、ランニングコストが少なくなるに連れて、お客様は逆に機器をどんどん使用する傾向が出てきます。そういう事情から、お客様にリフォーム後の使用方法（住まい方）を、きちんと伝えておく必要があると思います。

使用機器の使用法に関して例を挙げます。

　　　ａ．蛍光灯は点滅を繰り返すと長持ちしません。

　　　ｂ．エアコンの下にダウンライトを設置すると、省エネにはなりません。

　　　ｃ．カーテンの使用方法（天候によるこまめな開閉など）を、適切にやらないと省エネ効果が減ります。

これらのことは、小さいことかもしれません。 しかし、このような対応をきちんとやる人がいれば、周囲の人もその影響を受けて、多くの人の省エネ活動に関する正しい理解が深まります。

又、シミュレーションをもっと詳細に行う場合には、家族構成やお子様の成長過程の状態別に、分類する必要があります。受験生のいる家、高齢者のいる家、ペットを飼っている家など様々な状態の家を、ピック・アップして分類すると、それぞれに独自の形が見えてきます。 つまりこうした様々な状態別のシミュレーションも可能であり、更に 夏・冬のピーク時に合わせた分析が必要です。 当社では、現在、このような状態別シミュレーションによる提案ができる仕組づくりに、全社をあげて積極的に取り組んでいます。

・三浦氏（司会）

  大変興味深いお話ですね。「ランニングコストが下がると、却って機器を使用してしまう。」 「ライフスタイルを考えて提案する必要がある」ということですね。様々な状態に適した省エネリフォームの形があり、それを「お客様のニーズやライフスタイル（家族構成など）に合わせて提案していく」と言うことですね。

④省エネリフォームに対する公的助成策について

・三浦氏

次に瀬良さんから公的助成について伺いたいと思います。

・瀬良氏（司会）

省エネリフォームでは、先ず減税制度があります。 今年初めてスタートした省エネリフォームの投資型減税では、投資額（限度額２００万円）で１０％の減税があります。 一方、ローン型減税は毎年の年末ローンの残高に応じて、その金額の２％ないし１％の減税を行うものです。

固定資産減税についても、省エネリフォームを行った場合、税額の１／３の減税が行われます。

助成金では、国・都・２３区のそれぞれで補助金があります。例えば太陽光発電装置の場合、国以外に東京都では、設備に１キロワット当たり１０万円の補助金を付け、更に２３区でもそれぞれ定めた補助金があります。標準的な場合、都の補助金は、国や区・市町村などの補助金との併給が可能とされています。

・三浦氏（司会）

１つは減税、もう１つは補助金ということですね。

国の制度を示した「住宅リフォーム助成制度活用のすすめ」のチラシを見ますと、特別融資制度もあります。  

具体的にお得な金額が出ています。しかし、これは国の制度だけですし、自治体のものも加えると、数が増えて複雑なものになりますね。

・酒井氏

　確かに助成制度に関しては、自治体独自のものが、制度として存在しています。それらは、ホームペーシなどに掲載されていますが、消費者への発信源が分からないし、階層が深くて掲載場所が分かりにくいのが現実です。

本日ご参加の皆様には、ご自分の自治体ではどんな助成を行っているかを、先ずは自分でご確認いただきたいと思います。それで分からなければ、私たち事業者に聞いてください。お問い合わせに対応しますし、勿論、面倒な申請などの手続きの代行させていただきます。

・三浦氏（司会）

  住んでいる地域で自治体の助成制度を調べることと、それをベースにして事業者にも聞いてみることですね。　しかし、事業者でも複雑な制度を理解していないことがあります。場合によっては、このことは業者選定の際、事業者の良否を決める有力な目安になるとも考えられます。

・小峯氏

自治体の助成制度を調べるには、「環境」というキーワードで役所の組織に当たるのが良いと思います。

即ち、環境担当部門に問い合わせることです。
・三浦氏（司会）

「住宅」に加え、「環境」というキーワードで調べるということですね。

⑤省エネリフォームの実践に向けて（まとめ）

・三浦氏（司会）

最後にパネリストの皆様にそれぞれの立場から、今後の省エネリフォームの実践に向けたアドバイスをいただいて終了したいと思います。

・小峯氏

　消費者の方々にとって、費用対効果（投資金額がいくらで、光熱費がいくら減少するか）は、最も関心があることだと思います。しかし、更に進んで住の価値観を高め、住まい方の見直しをしていただくことも重要です。高齢化社会では、住宅によって、居住者が健康になり、医療費の減少につながることもあります。

これから消費者の皆さんは、経済的なことだけでなく、ご自身が住宅に何を求めるかを、 改めて考えていただくことが大変大切なことなのです。このことは、それぞれ人により異なるものです。ご自身でよく考えてみてください。そして、リフォームを決断したら、補助制度の調査や手続きも業者に頼らず、先ずご自身でやってみることも必要だと思います。

・鹿野氏

　　消費者としても、自分でしっかりした考えをもって住まいづくりに取り組むことが大切であることを、改めて認識しました。又、「人にも地球にも優しい住まい」は、生活面で衣食住すべてを含めて取り組むことが必要であることを感じました。今後住まい方でも、改善する点が多いと思います。

・酒井氏

　日本人はともすると、住まいづくり計画の中から、「断熱改修」を削るケースが多いようです。これは日本人の伝統で、長く受け継がれた生活慣習によるものです。冬の寒い日でも、ストーブなどで部分的に「暖」をとり、厚着をして寒さを我慢してしまうのです。

しかし、これはとても危険なことです。ともすると、寒さによって命を落とすこととなりかねません。最近は、交通事故での死者は、年間で１万人を下回っています。一方で、家庭内での事故死は、年間１万人を超え、今後益々増え続けることが予想されています。この大きな原因は、「ヒートショック」と言う家の中の温度差による健康障害によります。これらの事故は、圧倒的に冬場に多く、事故が起こりやすい場所も、北側にある浴室・トイレ・洗面所などにかなり特定されています。対策としては、浴室などの場所を 断熱化して、他の暖かい部屋との温度差を無くすことで、この事故の危険性は、大きく減少します。

又、住まい方として皆さんに改めていただきたい点があります。勤め人の方は、一般に会社などでは省エネに取り組んでいても、自宅に戻ると我慢していたことから解放された気分になって、エアコンなどを目いっぱいに使用する様なことが良く見られます。家庭でも職場と同様に、省エネにつとめて欲しいのです。

最後に、消費者の皆さんには、リフォームを実施することにより、節約を目的に「今ある生活スタイルを、新しいスタイルに変える」ようなことにもチャレンジして欲しいと思います。全面的に行う大掛かりなリフォームが全てではありません。予算面などで優先順位をつけて、計画性をもって段階的に行う部分リフォームの繰り返しでも良いのです。その際、助成制度を有効に活用するのが、「賢いリフォーム」なのです。

・瀬良氏

　 　これまでの日本の住宅は、「住宅を作っては壊す」社会で、いわゆるスクラップ&ビルドを繰り返して来たため、滅失住宅の平均築後年数は、比較的短い状態（３０年程度）でした。そこで、この状況を変えるためには、最初に性能の良い「人、地球、財布」に優しい良質な住宅ストックを作り、きちんと維持・管理とリフォームを継続していくことが重要です。

そのために行政としては、各種助成措置の実施、ガイドブックなどでの啓蒙活動や必要な情報提供を、積極的に行うとともに、「長期にわたり使用可能な質の高い住宅が建設され、適切に維持・管理され、適切な評価を受けて流通される（中古住宅）市場を、作り上げていきたい」と思っています。

・三浦氏（司会）

   貴重なご意見をどうも有難うございました。

パネリストの言われたことを纏めますと、キーワードは「スマート」と言い換えることがでます。皆さんには、賢い（スマートな）消費者になっていただき、住まいづくりで自分なりの豊かさの実現を目指していただきたいのです。又、リフォームは、早目に手を打つことが得策と言われています。

自己責任の時代に、「自分なりの豊かさ・価値観や、ライフスタイルの実現を目標に、賢い（スマートな）省エネリフォームを実践してほしい。」 と言うことで、このパネル討論を纏めたいと思います。　

  皆様、ご静聴どうも有難うございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◎（参加者からの）質問

Ｑ１．家庭用照明器具で、白熱電球は無くなってしまうのか？東京都は、電球タイプの蛍光灯を推奨しているが、最近のＬＥＤ照明と比較してどうか？　今後の照明器具に対する考え方を教えて欲しい。

Ａ１．ＬＥＤは、半導体に電器を通すと光るものである。電機メーカーのトレンドは、ＬＥＤになっているので、今後は、価格（現行４，０００円／個程度）を下げた新製品が出て来ると思う。　価格以外でＬＥＤの欠点は、発光が直線的で拡散しないことで、そのため階段や廊下などのスポット照明などが、向いている。又、寿命が長いので、電球の取替えがしにくい所への使用が適している。　今後欠点を克服した新商品が色々出て、白熱電球などから、徐々に切り替わっていくと思われる。 白熱電球は、いずれ 市場から姿を消すことになると思う。（三浦氏）

Ｑ２．太陽光発電と太陽熱利用装置について、費用対効果についてどちらがどうかを、教えて欲しい。

又、太陽光発電の条件は、日本は外国と比較してどうなのかについても知りたい。

Ａ２．気候的に見て、日本の太平洋側の地域は、太陽光発電についての条件は、非常に良いと言える。

太陽熱利用装置は、技術的に見て簡単なものなので、外国に輸出できるようなものではない。一方太陽光発電は、高い技術力を必要とするため、経産省も今後伸びが期待の出来る産業と言うことで力を入れ始めている。しかし、効率などの点では、太陽熱利用装置の方が優れている。従って、住宅用としては、先ず太陽熱利用装置を考え、余裕があれば、太陽光発電の設置を考えたら良いと思う。太陽光発電の場合、インバーターなど周辺機器の価格引下げも必要である。　又、太陽光発電については、「国が規模の大きな発電所（１０万～２０万ＫＷＨ）を建設していくようなことを、もっと進めるべきである」と考えている。（小峯氏）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（５）おわりに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＰＯ法人消費者住宅フォーラム　理事長　矢野　方雄

　　　　　本日は、講師、パネリストの皆様に予めご準備いただいて開催しました結果、内容の濃い中身のあるお話を伺うことができたと思います。 お話を聞いて私たちは、「自分の住まいに対する考えをきちんともち、もっと家自体を大事にしていかなければいけない」との考えを強くもちました。

　　　　参加者の皆様が、本シンポジュウムの内容を参考にされ、今後省エネリフォームを実践していただけましたら幸です。　

５．実績の評価と今後の課題

（１）集客状況

今回も、３ヶ月前から本シンポジュウムの、事前告知活動を開始しました。今回の対象は、主に一般消費者であるため、従来の私どものセミナー来場者や相談者などへのＤＭによる勧誘の他、一般紙への事前告知記事掲載、自治体の協力によるチラシの配布など、 幅広い広報活動を実施しました。

それらの活動がしやすくするために、国土交通省、経済産業省、東京都を始め、多くの団体から、本シンポジュウムの実施に対する後援をいただき、有効に活用しました。　　

その結果、当日の参加者は、目標の１００名を上回る１２１名にのぼり、会場はほぼ満員で盛況でした。

参加者の中には、国、地方自治体、省エネ活動を推進中の公益法人の方々も、 おられました。

尚、集客が成功した理由のひとつは、交通の便の良い都心（丸の内）の有名な会場を、使用したこともあると思います。

（２）評価と反省点

当初、基調講演・調査報告は、時間が短いため、「話の内容を出席者に、十分理解していただけるかどうか」の心配がありました。　しかし、講師が映像とテキストにより簡潔に分かりやすく説明したため、アンケート結果でも、「大変ためになった」（６５％）、「少しためになった」（２９％）で、合わせて全体の９４％の人に、プラスの評価をしていただきました。

パネル討論については、「省エネリフォーム」と言う今まで余り親しみのないテーマを 取り上げたにもかかわらず、パネリストの役割を決め、テーマ毎に問題点を明確にして 意見発表が行われたため、全体の８１％の参加者に、「大変ためになった」と好評でした。

　　又、アンケートで、「省エネリフォーム」についての３質問に対する結果は、下記の通りでした。

　　　　注１　：複数回答可　　　注２　：（　　）内は、全回答者数に対する比率　

　　①「省エネリフォーム」を実施する場合、不安な点は何ですか？　

「業者の選定」（５８％）、「価格の妥当性」（４６％）、「費用と効果の関係」（５４％）が上位３項目でした。
　　②「省エネリフォーム」を実施する場合、どの業者に依頼しますか？ 

　「自分の家を施工した事業者」（３０％）、「省エネリフォームの専門事業者（４４％）が、上位２項目でした。　　　　　　　　　　　　　　　　
　　③「省エネリフォーム」を活発にするために、行政に何を望みますか？ 

　　　「補助金制度の充実」（７２％）、「優良事業者の育成と紹介」（４４％）が、上位２項目でした。
　　尚、反省点としては、パネル討論が白熱化して時間が無くなったため、 質問を十分に受けられなかった点と、同様の理由で、参加者にアンケートを書いていただく時間を十分とれなかった点です。

このため、アンケートの回収枚数が、全体の６７％（８１枚）に終わったことでした。

次回は、時間配分に注意したいと思います。

（３）今後の課題と展開

　①本報告書を、関係官庁、公益法人、マスコミ、事業者団体、消費者団体などに配布し、当日の成果をきちんとＰＲしていきます。それにより今後、省エネリフォームが活発に行われるようにしていきたいと思います。

　②アンケート結果に表れた下記の３点を踏まえて、今後当ＮＰＯでも新たな提案活動を実施していきたい。

　　　Ａ　消費者が「省エネリフォーム」を 実施する際に心配な　１）業者選定　２）見積価格の妥当性の判断　３）費用と効果の関係の明確化　について、きちんと説明できること

　　　Ｂ　消費者に「省エネリフォーム」を安心して依頼できる事業者を 見つける方法を紹介すること

Ｃ　行政に、補助金の充実と、Ｂの事業者の育成を依頼すること

　③引き続き下記のイベントで、今回のシンポジュウムの成果を一部発表しました。

　　　ａ．中央区役所　：総合環境講座

　　　　・テーマ　　  「住まいを通じて、持続可能なライフスタイルを」　　　

　　　　・日　時　　　　１０月２１日（水）　１８：００～２０：００

　　　　・場　所　　　　中央区役所

　　　　・対　象　　　　中央区民　　３８名

　　　　・講　師　　　　当ＮＰＯ理事長　矢野　方雄

　　　ｂ．東京アーバンライフ２００９

· テーマ　　　　エコライフ住宅のおすすめ

· 日　時　　　　１１月１０日（火）　１５：００～１６：００

· 場　所　　　　新宿オゾンビル

· 対　象　　　　一般消費者　２５名

· 講　師　　　　当ＮＰＯ理事長　矢野　方雄

　　　ｃ．足立区役所　：安全・快適な住まいづくり講演会

· テーマ　　　 「環境に配慮した住まいづくり」

· 日　時　　　　１１月２５日（水）　１５；００～１６：３０　　

· 場　所　　　　佐野六木地区事務所

· 対　象　　　　足立区民　３５名

· 講　師　　　　当ＮＰＯ理事長　矢野　方雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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（シンポジュウム：全景）　　　　　　　　（シンポジュウム：パネル討論）
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